
               防 衛 監 察 本 部 達 第 ６ 号  

 自 衛 官 以 外 の 隊 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 訓 令 （

昭 和 ３ ７ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ４ ３ 号 ） 第 １ ３ 条 の 規 定 並 び に

自 衛 官 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ７ 年 防

衛 庁 訓 令 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 防 衛 監 察

本 部 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 達 を 次

の よ う に 定 め る 。  

平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日  

             防 衛 監 察 監  櫻 井  正 史  

防 衛 監 察 本 部 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇

 に 関 す る 達  

改 正  平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ２ 号  

改 正   平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ６ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ３ 号  

改 正  令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ３ 号  

最 終 改 正  令 和 ５ 年 ４ 月 ６ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ３ 号  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 達 は 、 防 衛 監 察 本 部 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務

時 間 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 自 衛 官 以 外 の 職 員 の 勤 務 時 間 の 指 定 等 ）  

第 ２ 条  防 衛 監 察 本 部 に 勤 務 す る 自 衛 官 以 外 の 職 員 の う



ち 、 次 項 の 規 定 に よ り 防 衛 監 察 監 （ 以 下 「 監 察 監 」 と

い う 。 ） の 確 認 を 受 け た 者 以 外 の 者 を 、 勤 務 時 間 の 割

振 り を 次 の 表 に 掲 げ る と お り と す る 職 員 に 指 定 す る 。  

勤  務  時  間  

 ０ ９ ３ ０ ～ １ ８ １ ５  

 た だ し １ ２ ０ ０ ～ １ ３ ０ ０ は 休 憩 時 間  

２  課 長 等 （ 総 務 課 長 及 び 統 括 監 察 官 を い う 。 以 下 同 じ 。

） は 、 所 掌 事 務 の 遂 行 上 、 勤 務 時 間 の 割 振 り を 自 衛 官

以 外 の 隊 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３

７ 年 防 衛 省 訓 令 第 ４ ３ 号 。 以 下 「 事 務 官 等 訓 令 」 と い

う 。 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る と お り と す べ き と 認 め

ら れ る 自 衛 官 以 外 の 職 員 に つ い て 、 別 記 様 式 に よ り 監

察 監 に 報 告 し 、 そ の 確 認 を 受 け る も の と す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 衛 官 以 外 の 職 員 が 、

事 務 官 等 訓 令 第 ２ 条 第 ６ 項 又 は 第 ７ 項 に 規 定 す る 早 出

遅 出 勤 務 （ 早 出 遅 出 勤 務 等 の 運 用 に つ い て （ 人 １ 第 ６

３ １ １ 号 。 １ ８ ． ６ ． ３ ０ 。 第 ３ 条 第 ４ 項 に お い て 「

局 長 通 知 」 と い う 。 ） 第 ２ 第 １ 項 各 号 に 定 め る 勤 務 時

間 の 割 振 り に よ る 。 ） に つ い て 監 察 監 の 承 認 を 得 た 場

合 に は 、 承 認 さ れ た 勤 務 時 間 の 割 振 り に よ る も の と す



る 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 育 児 短 時 間

勤 務 隊 員 （ 自 衛 隊 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ９ 年 総 理 府 令 第

４ ０ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 ４ ４ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 「 育 児 短 時 間 勤 務 隊 員 」 を い う 。 ） に 係 る 勤 務

時 間 等 （ １ 週 間 当 た り の 勤 務 時 間 、 休 養 日 （ 日 曜 日 及

び 土 曜 日 を 除 く 。 ） 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り を い う 。 以

下 同 じ 。 ） は 、 国 家 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ３ 年 法 律 第 １ ０ ９ 号 ） 第 ２ ７ 条 第 １ 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 承 認 さ れ た

内 容 に よ る も の と す る 。  

５  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 隊 員 等 （ 規 則 第 ２ ３ 条 第 １

項 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 隊 員 等 を い う 。

） に 係 る 勤 務 時 間 等 は 、 必 要 に 応 じ 、 別 に 指 定 す る も

の と す る 。  

 （ 自 衛 官 の 日 課 の 指 定 等 ）  

第 ３ 条  防 衛 監 察 本 部 に 勤 務 す る 自 衛 官 の う ち 、 次 項 の

規 定 に よ り 監 察 監 の 確 認 を 受 け た 者 以 外 の 者 を 、 日 課

を 次 の 表 に 掲 げ る と お り と す る 職 員 に 指 定 す る 。  

 



日  課  

  課 業 開 始  ０ ９ ３ ０  

 課 業 終 了  １ ２ ０ ０  

 休 憩 時 間  １ ２ ０ ０ ～ １ ３ ０ ０  

 課 業 開 始  １ ３ ０ ０  

 課 業 終 了  １ ８ １ ５  

２  課 長 等 は 、 所 掌 事 務 の 遂 行 上 、 日 課 を 自 衛 官 の 勤 務

時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ７ 年 防 衛 庁 訓 令 第

６ ５ 号 。 以 下 「 自 衛 官 訓 令 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 第 １ 項

に 規 定 す る と お り と す べ き と 認 め ら れ る 自 衛 官 に つ い

て 、 別 記 様 式 に よ り 監 察 監 に 報 告 し 、 そ の 確 認 を 受 け

る も の と す る 。  

３  自 衛 官 訓 令 第 ５ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 別 の 事 情 に よ

り 前 ２ 項 に よ り 難 い 場 合 の 日 課 は 、 必 要 に 応 じ 、 別 に

定 め る 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 衛 官 が 、

自 衛 官 訓 令 第 ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規 定 す る 早 出 遅

出 勤 務 （ 局 長 通 知 第 ２ 第 １ 項 各 号 に 定 め る 特 別 の 日 課

に よ る 。 ） に つ い て 監 察 監 の 承 認 を 得 た 場 合 に は 、 承

認 さ れ た 日 課 に よ る も の と す る 。  



 （ フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 適 用 職 員 の 勤 務 時 間 等 ）  

第 ４ 条  前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 規 則 第 ４ ４ 条 第 ５

項 若 し く は 第 ６ 項 又 は 自 衛 官 訓 令 第 ９ 条 第 ３ 項 若 し く

は 第 ７ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ こ の 条 に お い て

「 フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 適 用 職 員 」 と い う 。 ） が 事 務 官

等 訓 令 第 ２ 条 第 ８ 項 若 し く は 第 １ ４ 項 又 は 自 衛 官 訓 令

第 ９ 条 第 ４ 項 若 し く は 第 ９ 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す

る 勤 務 時 間 の 割 振 り 又 は 日 課 を 申 告 し 、 監 察 監 の 承 認

を 得 た 場 合 に は 、 承 認 さ れ た 勤 務 時 間 の 割 振 り 又 は 日

課 に よ る も の と す る 。  

２  事 務 官 等 訓 令 第 ２ 条 第 ８ 項 第 ２ 号 中 「 官 房 長 等 が 部

局 、 機 関 又 は 部 隊 等 ご と に あ ら か じ め 定 め る 連 続 す る

２ 時 間 」 及 び 自 衛 官 訓 令 第 ９ 条 第 ４ 項 第 ２ 号 中 「 部 隊

等 の 長 及 び 官 房 長 等 が 部 隊 等 ご と に あ ら か じ め 定 め る

連 続 す る ２ 時 間 」 は 、 午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ３ 時 ３

０ 分 ま で と す る 。  

３  事 務 官 等 訓 令 第 ２ 条 第 １ ４ 項 第 ３ 号 中 「 官 房 長 等 が

部 局 、 機 関 又 は 部 隊 等 ご と に あ ら か じ め 定 め る ２ 時 間

」 及 び 自 衛 官 訓 令 第 ９ 条 第 ９ 項 第 ３ 号 中 「 部 隊 等 の 長

及 び 官 房 長 等 が 部 隊 等 ご と に あ ら か じ め 定 め る ２ 時 間



」 は 、 午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ３ 時 ３ ０ 分 ま で と す る 。  

４  第 １ 項 の 申 告 は 、 連 続 す る 正 規 の 勤 務 時 間 が ４ 時 間

３ ０ 分 を 超 え る 前 に 休 憩 時 間 を 置 き 、 か つ 、 午 後 １ ０

時 以 前 に 終 業 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

監 察 監 が 隊 務 の 運 営 並 び に 隊 員 の 健 康 及 び 福 祉 を 考 慮

し て 支 障 が な い と 認 め る 場 合 に は 、 連 続 す る 正 規 の 勤

務 時 間 が ６ 時 間 ３ ０ 分 を 超 え る 前 ま で に 休 憩 時 間 を 置

く 勤 務 時 間 の 割 振 り 又 は 日 課 を 申 告 す る こ と が で き る 。  

 （ 休 暇 承 認 権 者 ）  

第 ５ 条  休 暇 は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 者 に つ い て 、  

そ れ ぞ れ 右 欄 に 掲 げ る 者 が 承 認 す る も の と す る 。  

  副 監 察 監 、 総 務 課 長 、 統 括 監 察 官  

及 び 監 察 官  

 防 衛 監 察 監  

 

  総 務 課 （ 企 画 室 を 除 く 。 ） に 所 属

す る 者 及 び 企 画 室 長  

 総 務 課 長  

 

  企 画 室 に 所 属 す る 者   企 画 室 長  

  統 括 監 察 官 に 所 属 す る 者   統 括 監 察 官  

  （ 委 任 規 定 ）  

第 ６ 条  こ の 達 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 総 務 課 長 が

定 め る 。  



  附  則  

    こ の 達 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  （ 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ２ 号 ）  

  こ の 達 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  （ 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ６ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ３ 号 ）  

  こ の 達 は 、 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  （ 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ５ 号 ）  

  こ の 達 は 、 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  （ 令 和 ５ 年 ４ 月 ６ 日 防 衛 監 察 本 部 達 第 ３ 号 ）  

  こ の 達 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



防衛監察監 殿

発 簡 者 名

防衛監察本部に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する達第２条第２項

及び第３条第２項の規定による職員の勤務時間の変更について（報告）

標記について、次のとおり報告する。

官職又は階級 氏 名 理由等

上記のとおり確認する。

年 月 日

防衛監察監

別記様式


